
令和８年度「台湾との民間団体交流マッチング支援事業」実施要項  

 

令和８年４月１日  

国際・経済交流課   

 

第１ 目的 

 宮 崎 県 と 台 湾 新 竹 県 ・ 桃 園 市 ・ 台 中 市 を 中 心 と す る 台 湾 と の 民 間 レ ベ ル で の 交 流 を 促 進

す る た め 、 交 流 を 希 望 す る 団 体 の マ ッ チ ン グ を 支 援 す る と と も に 、 相 互 交 流 に 向 け た 取 組

を 通 じ て 本 県 の 魅 力 を 効 果 的 に 発 信 す る こ と に よ り 、 将 来 の 観 光 誘 客 の 礎 を 築 く 。  

 

第２ 事業概要  

  第 １ の 目 的 の た め に 、 台 湾 の 民 間 団 体 と の マ ッ チ ン グ を 希 望 し 、 両 代 表 者 の 往 来 を 通 じ

て 相 互 交 流 に 向 け た 取 組 （ 以 下 「 往 来 で の 交 流 」 と い う 。） を 行 う 県 内 の 団 体 に 対 して 補

助 金 を 交 付 す る 。  

 ま た 、 台 湾 と の 往 来 が 困 難 で あ る 場 合 は 、 今 後 の 相 対 す る 交 流 に 繋 げて い く た め の オ ン

ラ イ ン で の 交 流 （ 以 下 「 オ ン ラ イ ン 交 流 」 と い う 。） を 行 う 団 体 に 対 して 補 助 金 を 交 付 す

る 。  

 

第３ 事業実施団体  

  県 内 の 民 間 団 体  

 

第４ 事業の内容 

 事 業 は 、 次 に 掲 げる も の を 行 う も の と す る 。  

 １  往 来 で の 交 流  

 （ １ ） 宮 崎 側 の 民 間 団 体 代 表 者 を 台 湾 へ 派 遣 し 、 台 湾 側 の 団 体 代 表 者 と 交 流 実 現 に 向 け

た 協 議 等 を 行 う と と も に 、 宮 崎 観 光 の 魅 力 等 を ア ピ ー ル  

 （ ２ ） 台 湾 側 の 民 間 団 体 代 表 者 を 宮 崎 に 受 け 入 れ 、 宮 崎 側 の 団 体 代 表 者 と 交 流 実 現 に 向

け た 協 議 等 を 行 う と と も に 、 台 湾 側 団 体 に 県 内 観 光 地 視 察 等 の 宮 崎 の 魅 力 を 体 験

す る 機 会 を 提 供  

 （ ３ ） 台 湾 側 団 体 に よ る 、 宮 崎 観 光 の 魅 力 等 の Ｓ Ｎ Ｓ 等 で の 発 信  

 ２  オ ン ラ イ ン 交 流  

 （ １ ） 今 後 の 相 対 す る 交 流 実 現 に 向 け て 、 台 湾 の 民 間 団 体 と の オ ン ラ イ ン で の 協 議  

 （ ２ ） 県 内 の 民 間 団 体 か ら 台 湾 の 民 間 団 体 に 宮 崎 観 光 の 魅 力 等 の 効 果 的 な ア ピ ー ル  

 （ ３ ） 台 湾 側 団 体 に よ る 、 宮 崎 観 光 の 魅 力 等 の Ｓ Ｎ Ｓ 等 で の 発 信  

 



第５ 募集、選定及び補助金の交付決定  

 １  県 は 、 事 業 の 実 施 に あ た り 、 本 件 補 助 対 象 事 業 を 一 般 公 募 す る 。  

 ２  事 業 の 実 施 を 希 望 す る 団 体 は 、 次 に 掲 げる 書 類 を 、 別 に 定 め る 日 ま で に 県 に 提 出 す

る も の と す る 。  

 （ １ ） 事 業 実 施 申 込 書 （ 様 式 第 １ 号 ）  

 （ ２ ） 事 業 計 画 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

 （ ３ ） 収 支 予 算 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

 ３  県 は 、 上 記 ２ の 提 出 が あ っ た と き は 、 実 施 意 欲 、 事 業 目 的 と の 整 合 性 、 事 業 の 新 規

性 ・ 継 続 性 ・ 波 及 効 果 ・ 地 理 的 バ ラ ン ス 、 実 現 可 能 性 等 を 考 慮 の 上 、 事 業 実 施 候 補 団

体 を 選 定 す る 。 ま た 、 ２ の 団 体 に 選 定 結 果 を 通 知 す る も の と す る 。  

 ４  県 は 、 事 業 実 施 候 補 団 体 を 選 定 後 、 台 北 駐 福 岡 経 済 文 化 弁 事 處 等 に 、 事 業 の 実 施 を

希 望 す る 台 湾 新 竹 県 及 び 桃 園 市 等 の 民 間 団 体 と の 斡 旋 を 依 頼 す る 。  

 ５  上 記 ３ の 規 定 に よ り 選 定 を 受 け た 事 業 実 施 候 補 団 体 は 、 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 規

則 （ 昭 和 ３ ９ 年 宮 崎 県 規 則 第 ４ ９ 号 ） 及 び 「 台 湾 と の 民 間 団 体 交 流 マ ッ チ ン グ 支 援 事

業 」 補 助 金 交 付 要 綱 （ 令 和 ２ 年 ７ 月 １ 日 宮 崎 県 国 際 ・ 経 済 交 流 課 定 め ） の 規 定 に 基 づ

き 、 次 に 掲 げる 書 類 を 別 に 定 め る 日 ま で に 県 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ １ ） 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 規 則 様 式 第 １ 号 ）  

 （ ２ ） 事 業 計 画 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

 （ ３ ） 収 支 予 算 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

 （ ４ ） 当 該 団 体 の 定 款 又 は 規 約  

 （ ５ ） 当 該 団 体 の 過 去 ２ 年 間 の 活 動 実 績 を 証 す る 書 類  

 （ ６ ） 法 人 格 を 有 す る 団 体 の 場 合 に は 、 納 税 証 明 書 （ 県 税 に 未 納 が な い こ と の 証 明 ）

（ 原 則 と して 申 請 を 行 う 日 か ら ３ か 月 以 内 の も の 。 写 しで も 可 。）  

 （ ７ ） 法 人 格 を 有 す る 団 体 の 場 合 に は 、 地 方 税 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  226 号 ） 第  321

条 の ４ 及 び 各 市 町 村 の 条 例 の 規 定 に よ り 、 個 人 住 民 税 の 特 別 徴 収 義 務 者 と さ れ て

い る 法 人 に あ って は 、 個 人 住 民 税 の 特 別 徴 収 実 施 確 認 ・ 開 始 誓 約 書 （ 補 助 金 交 付 要

綱 様 式 第 １ 号 ）  

  （ ８ ） 構 成 員 等 が 、 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第

77 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 （ 以 下 「 暴 力 団 」 と い う 。） 若 し く は 同 条 第

６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 （ 以 下 「 暴 力 団 員 」 と い う 。） で な い こ と 又 は 暴 力 団 若 し

く は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 し な い こ と の 誓 約 書 （ 補 助 金 交 付 要 綱 様 式 第 ２

号 ）  

 ６  県 は 、 上 記 ５ の 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は 、 補 助 金 交 付 の 適 否 を 判 断 し 、 事 業 実 施

候 補 団 体 に 通 知 す る も の と す る 。  

 



第 ６  募 集 要 項  

 県 は 、 各 年 度 の 事 業 の 実 施 に 当 た り 、 台 湾 と の 民 間 団 体 交 流 マ ッ チ ン グ 支 援 事 業 募 集 要

項 を 作 成 す る 。  

 

第 ７  対 象 事 業 の 条 件 等  

 １  往 来 で の 交 流  

 （ １ ） 交 流 の 分 野 は 特 に 問 わ な い が 、 非 営 利 目 的 で あ り 、 将 来 に わ た る 団 体 間 交 流 の     

促 進 に 資 す る も の と す る 。  

 （ ２ ） 宮 崎 側 の 民 間 団 体 代 表 者 を 台 湾 へ 派 遣 し 、 台 湾 側 の 団 体 代 表 者 と 交 流 実 現 に 向    

け た 協 議 等 を 行 う こ と 。  

 （ ３ ） 台 湾 へ 派 遣 し た 際 に は 、 宮 崎 側 団 体 に よ る 、 宮 崎 観 光 の 魅 力 等 の ア ピ ー ル を 行    

う こ と 。  

 （ ４ ） 台 湾 側 の 民 間 団 体 代 表 者 を 宮 崎 に 受 け 入 れ 、 宮 崎 側 の 団 体 代 表 者 と 交 流 実 現 に     

向 け た 協 議 等 を 行 う こ と 。  

 （ ５ ） 台 湾 側 の 民 間 団 体 が 、 県 内 の 観 光 地 を 視 察 す る 場 を 設 け る こ と 。  

 （ ６ ） 台 湾 側 の 民 間 団 体 は 、 宮 崎 観 光 の 魅 力 等 を Ｓ Ｎ Ｓ 等 で 発 信 す る こ と 。  

 

 ２  オ ン ラ イ ン 交 流  

 （ １ ） 交 流 の 分 野 は 特 に 問 わ な い が 、 非 営 利 目 的 で あ り 、 将 来 に わ た る 団 体 間 交 流 の     

促 進 に 資 す る も の と す る 。  

 （ ２ ） 交 流 の 際 に 宮 崎 観 光 の 魅 力 等 の プレ ゼ ン を 行 う こ と 。  

 （ ３ ） 台 湾 側 の 民 間 団 体 は 、 宮 崎 観 光 の 魅 力 等 を Ｓ Ｎ Ｓ 等 で 発 信 す る こ と 。  

 

第 ８  補 助 金 交 付  

 実 績 報 告 後 、 確 定 し た 額 を 事 業 実 施 団 体 が 指 定 し た 口 座 に 振 り 込 む 。  

 

第 ９  そ の 他  

 こ の 要 項 は 、 令 和 ８ 年 度 の 予 算 に 係 る 台 湾 と の 民 間 団 体 交 流 マ ッ チ ン グ 支 援 事 業 か ら 適

用 す る 。  

 


